
　伊賀市議会議長　岩田　佐俊　　様

教育民生常任委員長　　近森　正利

　本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定しましたから会議規則第112条の

規定により報告します。

事件の番号 件　名 審査結果 備考

議案第131号 伊賀市立学校設置条例の一部改正について 可決すべきもの 全会一致

議案第132号 伊賀市青少年センター条例の一部改正について 可決すべきもの 全会一致

議案第133号
城之越遺跡の設置及び管理に関する条例の一部改正
について

可決すべきもの 全会一致

議案第141号
指定管理者の指定について（きらめき工房いが、き
らめき工房あおやま）

可決すべきもの 全会一致

議案第142号
指定管理者の指定について（放課後児童クラブ第２
フレンズうえの）

可決すべきもの 全会一致

議案第143号
指定管理者の指定について（史跡旧崇広堂、旧小田
小学校本館、入交家住宅、名勝及び史跡城之越遺
跡）

可決すべきもの 全会一致
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